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●

政
党
助
成
法
に
基
づ
く
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括
文
書
又
は
監
査
意
見
書
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

○
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括
文
書
又
は
監
査
意
見
書
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
（
平
成
九
年
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号
）
に
関
す
る
資
料

改
正
後

改
正
前

○
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括
文
書
又
は
監
査
意
見
書
の
閲
覧
及

び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程

○
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括
文
書
又
は
監
査
意
見
書
の
閲
覧
に

関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
十
二
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括
文
書
又
は
監
査
意
見
書
（
以
下
「
支
部
報
告
書
等
」

と
い
う
。
）
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
十
二
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括
文
書
又
は
監
査
意
見
書
（
以
下
「
支
部
報
告
書
等
」

と
い
う
。
）
の
閲
覧
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
の
請
求
）

（
閲
覧
の
請
求
）

第
二
条

支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
の
請
求
は
、
支
部
報
告
書
等
（
閲
覧
・

写
し
の
交
付
）
請
求
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
は
、
閲
覧
請
求
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
閲
覧
の
方
法
等
）

（
閲
覧
の
方
法
等
）

第
三
条

支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
は
、
職
員
の
執
務
時
間
中
に
、
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会

（
以
下
「
県
委
員
会
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
は
、
職
員
の
執
務
時
間
中
に
、
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会

内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
部
報
告
書
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

支
部
報
告
書
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

支
部
報
告
書
等
は
、
丁
重
に
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚
損
、
加
筆
等
の
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

３

支
部
報
告
書
等
は
、
丁
重
に
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚
損
、
加
筆
等
の
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

４

前
各
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
各
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
写
し
の
交
付
）

第
四
条

県
委
員
会
は
、
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
交
付
の
請
求
を
受

け
た
と
き
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
支
部
報

（
新
設
）
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告
書
等
の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理

由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
当
該
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
が

著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ

い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
委
員
会
は
、

当
該
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
交
付
を
し
、
残
り
の
支
部
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
同
項

の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
同
項
に

規
定
す
る
期
間
内
に
、
当
該
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面

に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

こ
の
項
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二

残
り
の
支
部
報
告
書
等
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
期
限

（
委
任
）

第
五
条

こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
県
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

（
新
設
）

附

則

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



（改正後） 

 

支部報告書等（閲覧・写しの交付）請求書 

 

１ 請求年月日          年  月  日 

２ 請求者の氏名又は名称                            

（代表者氏名：      ）（担当者氏名：      ） 

３ 住所又は事務所所在地                            

（郵便番号   ―   ）（連絡先  ―  ―   ） 

４ 請求内容     別紙のとおり 

（記載上の注意等） 

 請求者が法人その他の団体の場合、３には事務所所在地を記入するとともに、２の

代表者氏名欄及び担当者氏名欄にも記入してください。 

                                         

（決裁欄）この欄には記載しないでください。 

 

（改正前） 

閲 覧 請 求 書                

１ 請求年 月日            年  月  日 

２ 請求人氏名等                （満  歳） 

（職業）                 

３ 住    所                            

（電話）    （   ）        

４ 閲 覧 事 項       

対 象 年 政 党 支 部 の 名 称 

年分

年分

年分

年分

年分

 

 



（改正後） 

別紙 

閲 覧・写 し の 交 付 請 求 一 覧 

番
号

区 分
写しの交付
の実施方法

支部政党交付金の
支給を受けた年等

政 党 支 部 名 有 無 無 の 理 由 備 考

１ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

２ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

３ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

４ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

５ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

６ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

７ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

８ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

９ 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

10 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

11 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

12 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

13 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

14 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

15 閲覧・写し

年 年 年 年 年

  

該当無し 
未提出 
公表前 
期間経過 

 

注 
１ 太枠内について記入してください。（区分欄については、該当する方に○をしてく
ださい。） 

２ 支部政党交付金の支給を受けた年等の欄には、当該支給を受けた年、支部政党交付
金による支出をした年又は支部基金の残高を有した年を記入してください。 

３ 別の用紙を用いる場合は、番号、閲覧・写しの交付請求の区分、支部政党交付金の
支給を受けた年等及び政党支部名を記入してください。 

４ 写しの交付の実施方法欄には、次の該当する番号を記入してください。 
（１）コピー （２）ＣＤ－Ｒ （３）ＤＶＤ－Ｒ 

 

（改正前） 

（新設） 


